
令和２年度 公益財団法人大分県スポーツ協会 第 4回理事会 

議事録 

場所：大分県教育センター ３階 講堂 

日時：令和３年３月２３日（火）１０：３０～ 

 

出 席 者   麻生 益直  工藤 利明  野見山裕治  加藤 寛章  阿部  方 

（２０名）  安部  亮  井上 倫明  衛藤  賢  佐藤 彰倫  土谷 忠昭 

       藤本  学  牧  和志  後藤 博美  佐藤 好昭  末吉 新治 

       竹井 信之  中村 和好  牧野 新吾  真砂 昌史  渡邉 光廣 

 

欠 席 者   相馬 尊重  松本 悠輝  三好 正昭  足立 達哉  大場 俊二 

（９名）   神志那静清  後藤 修二  杉原  勉  友岡 正春   

 

監 事 

欠 席 者   倉掛 賢裕  志賀 一哉 

（２名） 

 

資格確認  渡邉総務部長が出席者理事２０名で、定数の過半数であることから、本会定款

第３６条により、本会が成立することを報告した。 

 

１．開会のことば 

渡邉総務部長が開会のことばを述べた。 

 

２．あいさつ 

公益財団法人大分県スポーツ協会麻生益直会長があいさつを述べた。以下挨拶文。 

 

本日は、第４回理事会を開催しましたところ、皆様方には年度末の大変御多用な中、また、

コロナ禍の中、御出席をいただき感謝いたしますとともに、平素から、本県のスポーツ振興

並びに本会の諸事業の推進に格別の御支援・御協力を賜っておりますことに、厚く御礼を申

し上げます。 

公益財団法人大分県スポーツ協会として新たなスタートを切った令和２年度も残すとこ

ろ１週間となりました。この間、昨年４月に緊急事態宣言が発令され、とにかく新型コロナ

ウイルス感染症対策に追われた１年でありました。また、本県では「令和２年７月豪雨」に

より各地で甚大な被害が発生いたしました。 

我々が当たり前だと感じていた日常は、一瞬にして奪われてしまい、日常はいつ戻るのか

という不安にかられる日々が今なお続いています。 

４月以降、一日でも早くワクチンが普及し、今年こそ東京オリンピック・パラリンピック

が開催され、国体をはじめとした各種スポーツ大会が再開されるとともに、スポーツ界に日

常が戻ることをただただ祈るばかりです。 

このような中、スポーツ協会では、来年度に向けた準備が着々と進んでいます。各専門委



員会では、来年度の事業計画や三重国体に向けた目標等について協議がなされております。

競技力の向上はもとより、スポーツ団体におけるガバナンスの強化、総合型地域スポーツク

ラブの「登録・認証制度」導入に向けた体制整備、スポーツ医科学の一層の推進、さらには

感染症対策とスポーツ活動の両立等、各競技団体や関係機関と一層連携し、本県スポーツの

振興を図っていきたいと考えております 

本日は、来年度の「運営方針・事業計画・収支予算」や「スポーツ団体ガバナンスコード

の自己説明・公表内容」などを御審議いただくこととしております。皆様方には、忌憚のな

い御意見を賜りますようお願い申し上げます。 

本日はどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

議長選出 以下、進行の渡邉総務部長の説明 

理事会規程第６条では、「理事会の議長は会長がこれにあたる」となっていますので麻

生会長に議長をお願いいたします。 

  また、議事録書名につきましては、定款第３７条に、「出席した会長・副会長及び監事

は議事録に記名押印する」となっておりますので、その旨よろしくお願いいたします。 

 

 以下、議長による進行。 

 

３．報告事項 

（１）令和２年度事業報告 

（２）第７６回国民体育大会冬季大会について 

（３）各種大会成績について 

（４）賛助会員加入状況について 

 

【報告事項（１）～（４）について】 

伊藤事務局長が上記事項について説明。以下説明事項。 

 

それでは、（１）令和２年度事業報告について説明いたします。レジュメ２ページをお開

きください。 

第３回理事会以降の主な事業について説明させていただきます。 

２ページ、№７、２月５日、公益財団法人大分県スポーツ協会表彰式を執り行いました。

本年度のスポーツ功労者表彰につきましては、新型感染症の影響により、主要大会が中止と

なったことから、例年より受賞者は減数いたしましたが、「スポーツ優良生徒表彰」につい

ては、推薦基準の救済処置もあり、多くの生徒を表彰することができました。 

№１０、２月１１日に開催予定でありました、第２９回大分県スポーツ少年団駅伝交流大

会については、開催に向けて慎重に検討を重ねてまいりましたが、新型感染症の感染拡大が

続く現状を踏まえ、安心で安全な大会運営を行うことが困難であると判断し、中止いたしま

した。 

最後に、本会内に設置しています専門委員会は、№１１、２月１７日に競技力向上委員会、

№１５、３月４日に大分県スポーツ少年団常任委員会、№１７、３月１１日に第３回スポー

ツ医科学委員会を開催いたしました。 

事業報告につきましては以上でございます。 



 

次に、（２）第７６回国民体育大会冬季大会について説明します。レジュメ３ページをお

開きください。 

第７６回国民体育大会冬季大会スケ－ト競技に、本県から選手１名がエントリ－してい

ましたが、開催地である愛知県に緊急事態宣言が発出されたことから、棄権届けを提出し派

遣を取りやめることと致しました。 

また、スキー競技会においては、開催することが困難な状況になったことから、競技会の

中止が決定されました。 

競技会参加得点の取り扱いについては、スケ－ト競技会は、参加申込み後に緊急事態宣言

が発令されたため、参加申込県には参加得点１０点が付与され、スキー競技会は全日程開催

が中止されたため、参加得点を含む全ての成績は空位となります。 

第７６回国民体育大会冬季大会については以上です。 

 

次に、（３）各種大会成績についてですが、レジュメ４ページをお開きください。１月１

２日から３月２１日までの成績で、掲載基準は、記載の通りとなります。 

大会が徐々に開催されるようになり、３日前には、５ページ掲載のなぎなた競技、第１６

回全国高等学校なぎなた選抜大会において、大分西高校が女子団体試合で全国優勝するな

ど多くの選手が入賞いたしました。 

その他の成績につきましては資料提供をもって報告とさせていただきます。 

各種大会の成績については以上でございます。 

 

次に、（４）賛助会員加入状況について説明いたします。６ページでございます。 

こちらは、３月２２日時点の賛助会員加入状況となります。本年度の賛助会費総額は３７

７万円でございます。内訳は、法人会員が９２件２７２万円、個人会員は９４件１０５万円

で、現時点で目標の４００万円には届いておりません。麻生会長始め、理事の皆様方には多

方面に協力依頼をしていただき、ここまで会員数を伸ばすことが出来ました。大変ありがと

うございました。来年度も引き続き御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

以上で報告事項（１）から（４）の説明を終わります。 

 

(麻生議長が報告事項（１）～（４）についての質問を議場に諮ったが、特になかった。) 

 

４．議事 

  議案１ 令和３年度運営方針及び専門委員会基本方針について 

  議案２ 令和３年度事業計画について 

  議案３ 令和３年度収支予算書について 

  議案４ スポーツ団体ガバナンスコードの自己説明・公表内容について 

 

【議案１ 令和３年度運営方針及び専門委員会基本方針について】 

伊藤事務局長が上記事項について説明。以下説明事項。 

 

続きまして７ページをお開きください。まず、大分県スポーツ協会運営方針でございます。

「ねらい」は、スポーツを振興し、県民の体力向上とスポーツ精神の養成を通じた心身の健



全な発展を図る。 

「基本方針」は、次の１～１２までの方針でございます。 

次に、重点的取組でございます。 

１点目は、「第７６回国民体育大会での天皇杯得点１０００点の突破に向けた競技力向上

対策の推進」でございます。 

スポーツ振興の推進力ともいうべき国体での「チーム大分」の活躍は県民の関心も高く、

本県のスポーツ振興にとって非常に重要な役割を持つことから、重点的取組とさせていた

だきました。 

関連いたしますので、９ページをお開きください。第７６回国民体育大会の目標について

説明いたします。 

これまで目標については、当年の国体成績や指標大会である各種大会を検証し御提案し

てまいりました。しかしながら、本年度は、鹿児島国体の延期や全国規模の大会が相次いで

中止になったことから、これらの大会結果や戦術分析による結果検証が不十分な状況であ

りました。そのような状況下でありましたが、過去の得点獲得状況から鑑みても、昨年度か

らの目標・強化方針を継続し、平成２２年の千葉国体以降達成できていない天皇杯得点１０

００点の目標に向かって、挑戦し続けることが本県の目指すべき姿と考え、第７６回三重国

体の目標は、「天皇杯得点１０００点 超える！～with team oita spirit～」を引き続き目

指したいと考えています。 

２点目ですが、財政基盤の確立と財務体制の強化でございます。本会は公益法人移行後、

毎年赤字決算の状況でございました。このような状況から、平成２９年度より加盟団体分担

金を増額し、結果昨年度まで３期連続黒字決算となりました。今後も安定的な法人経営は課

題として残っておりますので、来年度も引き続き項目に挙げさせていただきました。 

 

次に、本会内の専門委員会の基本方針につきまして説明いたします。８ページをお開きく

ださい。競技力向上委員会基本方針でございます。「ねらい」・「基本方針」につきましては、

変更点はございません。 

次に、「重点的取組」ですが、１つ目は、「大分県競技力向上対策本部と一層連携し、第７

６回国民体育大会での天皇杯得点１０００点の突破に向け活躍が期待される競技を重点強

化する」、２つ目は、「スポーツ医科学の積極的な活用する」でございます。本会のスポーツ

医科学委員会の専門部会では、競技力向上に向けて優秀指定選手メディカルチェックの事

業内容を変更するなど、様々な角度から調査・研究を行っています。この取組をさらに発展

させていくことが重要なことから、挙げさせていただきました。 

 

関連しますので、レジュメ１０ページの令和３年度スポーツ大分パワーアップ事業につ

いて説明いたします。 

この事業は、大分県代表選手、代表候補選手、日常の強化拠点の強化事業であり、競技力

向上委員会基本方針、重点的取組、第７６回国体の目標を受けまして、具体的な強化を実施

するものでございます。 

１の趣旨を御覧ください。本県選手が国民体育大会をはじめとする全国大会やオリンピ

ックなどの国際大会で活躍することができるよう、競技団体や学校等連携した選手強化を

図る。また、スポーツ医科学を活用したサポート体制の充実や、指導者の資質の向上を図り、

効果的な競技力向上対策を推進するとなっています。 



事業内容につきましては、両カッコの数字で示しております、（１）～（５）の５つで構

成しています。 

（１）拠点等強化対策につきましては、本事業の中で最もウエイトの大きなものでござい

ます。①の拠点強化対策及び②の個人強化対策の令和３年度強化指定（案）を、１２・１３

ページに掲載していますので、併せてご覧下さい。 

まず、①の拠点強化対策ですが、少年種別の中心である、高校生の重点的強化を図るため、

強化費の集中化という観点から、指定ランク・指定費を「最重点」、「重点」、「育成」の３ラ

ンクとしております。 

競技ごとの指定数もこれまで同様、団体競技では、少年は男女それぞれ２校を原則として、

直近の県大会上位２校を指定しています。なお、個人競技については団体競技とは区別し、

競技の状況に応じた数を指定しています。今年度は国体を始め、全国大会、九州大会が軒並

み中止となり、根拠となる指標大会が開催されなかったことから、指定ランクについては、

スライドすることを原則といたしました。また、指定種別を明確化することにより、指定の

趣旨の徹底を図るという観点から、男女別の指定としております。 

成年の指定は競技ごと、実態に応じた指定数としています。指定ランクについては少年と

同様でございます。 

次に②の個人強化対策ですが、全国トップレベルの競技力を有し、全国大会で上位入賞が

期待される成年・少年選手を指定して、その活動を支援するものでございます。指定ランク・

指定費は成年が２ランクで、少年は１ランクとしております。 

指定団体数は１７９チ－ム、個人指定は、成年指定Ａ１２名、Ｂ１６名、少年７名でござ

います。 

その他の事業内容につきましは、本年度からの変更点はございません。 

 

次に、１４ページをお開きください。スポーツ医科学委員会基本方針でございます。「ね

らい」、「基本方針」につきまして変更点はございません。 

次に、「重点的取組」について説明いたします。 

まず、１つ目は、「第７６回国民体育大会での天皇杯得点１０００点の突破に向け、競技

団体とドクター・トレーナー等との連携をより一層図り、本県選手をサポートする」 

２つ目は、「スポーツ医科学委員会各専門部会の活動を推進し、医科学における諸問題を

解決する」でございます。 

 

次に１５ページの大分県スポーツ少年団基本方針でございます。「ねらい」、「基本方針」

につきまして変更点はございません。 

重点的取組ですが、始めに「大分県スポーツ少年団登録規程に基づき、ハラスメント等の

反倫理的行為の撲滅に向けた取組の強化と体制の整備をおこなう」次に、｢各種講習会・研

修会の内容を充実させることにより、指導者の養成と資質向上をおこなう」でございます。

これまで本県において、複数件の体罰事例が発生しており、その取組として、今年度より大

分県独自の指導者登録更新制度を導入しました。今後この制度を活用することにより、指導

者の資質向上を図り、子どもたちにとって魅力ある少年団活動とするため項目として挙げ

ました。 

令和３年度運営方針及び専門委員会基本方針については以上でございます。御審議お願

いいたします。 



 

(麻生議長が議案１についての質問を議場に諮ったが、特になかった。) 

≪上記の説明を踏まえ、麻生議長が議案１を議場へ諮ったところ全会一致で承認された。≫ 

 

【議案２ 令和３年度事業計画について】 

伊藤事務局長が上記事項について説明。以下説明事項。 

 

１６ページをお開きください。令和３年度事業計画でございます。御覧の通り事業が多岐

にわたっていますので、抜粋して説明いたします。 

３の、国民体育大会及び九州ブロック大会関係ですが、第４１回九州ブロック大会は福岡

県、第７６回国民体育大会本大会は三重県、第７７回国民体育大会冬季大会スケート・アイ

スホッケー競技は栃木県、スキー競技は秋田県での開催となっています。 

４の、国民体育大会関係県内会議並びに行事ですが、これまで九州ブロック大会での代表

権獲得に向け、夏季・秋季大会とも結団壮行式を７月に開催していましたが、同月から開催

される高校九州大会やインタ－ハイなど主要大会に、選手の多くが出場することから、壮行

式に出席しづらい状況となっています。先ずは、選手が目の前の大会に集中し、コンディシ

ョニングを整えることが重要であると考え、壮行式を取りやめる計画となっています。その

代わりに本部役員や競技担当者、事務局職員等が選抜チ－ムの練習会場や各学校をこれま

で以上に訪問し、九州ブロック大会に対しての意識を高めるための働きかけを行ってまい

ります。 

国体結団壮行式及び監督会議は９月１３日に開催予定でございます。 

６の②スポーツ医科学委員会関係ですが、「令和３年度国民体育大会ドーピング防止研修

会」につきましては、来年度も YouTube動画配信を予定しております。 

１７ページ、研修会の上から２行目のスポーツ少年団外傷・障害防止担当者養成講習会に

つきましては、専門部会で検討いただき、講義はＷＥＢ研修、実技は集合研修での開催を予

定しています。 

同じく、研修会の上から３行目の大分県スポーツ少年団指導者・スタッフ研修会ですが、

指導者の資質向上を図る目的として本年に引き続き開催するものでございます。 

７のその他本会主催会議の加盟競技団体ガバナンス研修会は、１１月６日に開催する予

定です。加盟団体役員・指導者、スポーツ少年団・総合型地域スポーツクラブの関係者、並

びに本会役員、事務局職員を対象に開催を予定しています。 

１０の広報事業ですが、現在、本会ホームページをリニュ－アルし、リアルタイムで関連

行事や情報を発信しています。新たな取組としまして、YouTubeチャンネルの開設やインス

タグラムが投稿できるなど、デジタルコンテンツの充実を図り、小学生から利用しやすいホ

ームページとなっています。インスタグラムに関しては、月間の閲覧数が５千件を超えるな

ど、一定の効果があったと考えられます。来年度も広く情報発信に努めてまいります。 

以上、来年度も多岐にわたり各種事業に取り組むこととしております。一方で、行事に参

加される競技団体関係者・教員の負担軽減や、本会職員の時間外勤務の短縮など、働き方改

革を推進するための環境整備を引き続き行う必要があります。そのためには、今後も行事の

精選を行い、様々な関連行事を見直す必要があると考えています。 

事業計画については以上でございます。御審議お願いいたします。 

 



（麻生議長が、議案２についての質問を議場に諮った。） 

≪上記の説明を踏まえ、麻生議長が議案２を議場へ諮ったところ全会一致で承認された。≫ 

 

【議案３ 令和３年度収支予算書について】 

伊藤事務局長が上記事項について説明。以下説明事項。 

 

それでは説明いたします。１８ページからでございます。 

現在、県議会において令和３年度予算について審議中でございますので、本日提示する予

算案のうち、県からの補助金につきましては、県議会の議決を前提として提案するものでご

ざいます。 

本会では会計を「大分県スポーツ振興事業」、「大分県スポーツ少年団事業」、「大分県スポ

ーツ普及・表彰事業」の３事業に加え、事務局運営に関する「法人会計」の、合計４つの会

計によって令和３年度の収支予算（案）を編成しています。 

１９ページ以降に会計ごとの収支予算（案）を示していますが、１８ページ右の、Ａ３の

概要版を使って説明させていただきます。 

表の見方ですが、表の上段が経常収益、いわゆる収入の部です。これらの収入を各会計に

振り分けています。振り分けの詳細は事業ごとの収支予算書に記載しています。下段の経常

費用が支出の部、収支の差額が３の当期経常増減額となっています。また、一番下のローマ

数字Ⅲの正味財産期末残高は、予算通り執行した場合の本会の財産残高を示しています。ま

た、前年度予算額は本年１月に第２次補正予算を編成いたしましたので、その補正予算額を

記載しています。なお、表の両端の小さな数字は行数です。 

まず、１の経常収益から説明いたします。 

１２行目、スポーツ協会補助費ですが、予算額は前年度比９２万５千円増額の７百２０万

３千円でございます。増額の内４９万５千円につきましては、総合型地域スポーツクラブの

アドバイザー配置費用負担分となります。これまでアドバイザー配置に係る費用について

は、スポーツ振興くじ助成金と日本スポーツ協会の負担でありましたが、令和３年度より、

９／１０がスポーツ振興くじ助成金、１／１０をアドバイザーを配置する都道府県が負担

することとなったことにより増額するものです。 

１４行目、国体参加補助費でございますが、予算額は前年度比１億２千５６万１千円増額

の１億３千２２万５千円でございます。これは、三重国体が開催されることによるものです。 

２２行目、スポーツ活動継続サポ－ト事業費でございますが、予算額は前年度比１５０万

円減額の０円でございます。これは補助金事業が終了したことによる減額です。 

２７行目、受取民間助成金でございますが、予算額は前年度比５１０万２千円増額の５１

０万２千円でございます。これは１２行目で御説明いたしました、総合型地域スポーツクラ

ブのアドバイザー配置費用負担分の内、スポーツ振興くじからの助成金４百２８万２千円

の増額と、スポーツ少年団駅伝交流大会開催に係わるスポーツ振興くじからの助成金８２

万円の増額によるものです。 

２８行目、受取負担金でございますが、予算額は前年度比１５７万円増額の２１１万２千

円でございます。これは、各種大会、講習会が開催されることによるものです。 

４６行目、スポーツ振興協力金でございますが、予算額は前年度比２２万円増額の５４０

万円でございます。こちらは、大分県ゴルフ場経営者協会様より、これまでも本会の貴重な

財源として、ゴルフ場利用者から徴収していただいた協力金を、募金していただいています。



来年度について、ゴルフ場経営者協会様より、本会への協力金割合引き下げの申し出があり、

募金総額は減額が見込まれますが、今年度補正予算で減額補正したことにより、前年度比は

増額となります。 

したがいまして、５０行目、経常収益計は、前年度比１億２千８８７万３千円増額の、２

億８千５５４万８千円でございます。 

次に、２の経常費用を説明いたします。 

５２行目、大分県スポーツ振興事業予算額は、前年度比１億２千１４２万１千円増額の２

億４千２８３万７千円でございます。これは、６１行目の国民体育大会、６２行目の九州ブ

ロック大会が開催されることによるものです。 

６３行目、大分県スポーツ少年団事業予算額は、前年度比５１１万５千円増額の７２５万

円でございます。これは大分県駅伝交流大会、日独スポーツ少年団同時交流事業を始めとす

る各種事業が開催されることによるものです。 

７２行目、スポーツ振興費予算額は、前年度比４５万６千円減額の３４万６千円でござい

ます。こちらは、公益目的事業として実施しています、「スポーツ医科学研修講座」となり

ます。これまで、本事業は、年間を通じて、競技団体、スポーツ少年団、総合型クラブなど

県民に対して広く公募してまいりましたが、競技力との関係性から、競技団体については、

県補助金事業である、「スポーツ大分パワ－アップ事業」で同内容を推進して参りたいと考

え、講座数を減数するものです。 

７５行目、※印の上記３事業の事業管理費ですが、予算額は前年度比３８９万４千円増額

の２千６１０万７千円となります。先ほど１２行目で御説明いたしました、クラブアドバイ

ザー配置に係る費用増額が主なものでございます。 

したがいまして、７８行目、経常費用計は、前年度比１億３千５０万７千円増額の、２億

８千５５４万８千円でございます。 

次に、８４行目、当期経常増減額計ですが、前年度比１６３万４千円減額の０円で、収支

０予算の編成となります。 

８８行目、正味財産期末残高は、前年度比６０万円減額の、３千８２４万６千９９０円と

なっています。 

以上で令和３年度予算案の説明を終わります。御審議お願いいたします。 

 

（麻生議長が、議案３についての質問を議場へ諮った。） 

《上記の説明を踏まえ、麻生議長が議案３を議場へ諮ったところ全会一致で承認された。》 

 

【議案４ スポーツ団体ガバナンスコードの自己説明・公表内容について】 

伊藤事務局長が上記事項について説明。以下説明事項。 

 

それでは、議案４ スポーツ団体ガバナンスコードの自己説明・公表内容について説明い

たします。 

別冊資料１５ページのガバナンスコードをご覧下さい。  

近年、スポーツ団体におけるガバナンスの機能不全により、様々な不祥事事案が生じたり、

指導現場における暴力行為等が度々報じられる状況にあります。このためスポーツ庁は、ス

ポーツ団体が適切な組織運営を行う原則・規範として、スポーツ団体ガバナンスコードを令

和元年６月に策定しました。これは，単に不祥事事案の未然防止にとどまらず，スポーツの



価値が最大限発揮されるよう，その重要な担い手である、スポーツ団体において適正なガバ

ナンスの確保を図ることを目的とされています。 

ガバナンスコードの対象団体は、特に高いガバナンスの確保が求められる「中央競技団体

向け」と中央競技団体に該当しないスポーツ団体の「一般スポーツ団体向け」の２層構造と

なっています。 

 都道府県スポーツ協会は、日本スポーツ協会加盟団体規定第１２条により、「中央競技団

体向け」を適用することとなっています。 

中央競技団体向けのガバナンスコードについては、高いレベルのガバナンスを確保する

観点から、１３の原則で構成されています。 

一部ご紹介しますと、資料２２ページにあります原則２「適切な組織運営を確保するため

の役員等の体制を整備すべきである」とあり、その中身は、外部理事の割合を２５％以上、

女性理事の割合を４０％以上とする目標を立てた上で、目標達成に向け、具体的な取り組み

を示す内容や、アスリ－ト委員会の設置、理事による強権的・独占的な運営を防ぐため、競

技団体に対して理事の在任期間を原則連続１０年までとするなどの内容となっています。 

続いて２４ページにあります、原則９「通報制度を構築すべきである」とあり、パワハラ

や暴力に対応するため、弁護士などを中心とした通報制度の整備も含まれています。 

続いて、自己説明・公表について御説明いたします。 

同じく、別冊資料１ページをお開き下さい。日本スポーツ協会より自己説明・公表につい

ての依頼文です。 

日本スポーツ協会加盟団体規程第１２条により、ガバナンスコードの遵守状況について

自己説明及び公表を年１回実施しなければならない｣と定められています。 

具体的な手順は、中央競技団体向けスポーツ団体ガバナンスコードの中から日本スポー

ツ協会が指定する１７項目の遵守状況を、指定書式により自己説明を行い、令和３年３月末

までに自身のホームページで公表する事となっています。 

また、日本スポーツ仲裁機構のスポーツ・インテグリティ－推進事業により、福岡県弁護

士会の田中恵祐（たなかけいすけ）氏を本会まで派遣していただき、指定１７項目について

指導していただきました。 

本日は指定１７項目の内容について御審議下さいますようお願い致します。 

レジュメの２３ページをお開き下さい。 

始めに、項目番号№１、［原則１］（1）組織運営に関する中長期基本計画について、自己

説明＜ア＞では、平成２９年度に策定した中期経営計画を本会ホームページで公表してい

る。＜イ＞では、長期計画に類するものは、現在策定していない。＜ウ＞では、今後、現在

の中期経営計画の見直しと併せ、中長期基本計画の策定・公表を目指す。 

№２，［原則３］（1）団体及び役職員等が法令を遵守するための規程に関する整備につい

て、自己説明＜ア＞では、役職員については、本協会役員等及び職員倫理規程第３条及び第

４条で記載し、同規程第５条で、違反に関する内容を定めている。 

№３，［原則３］（2）①一般的な規程を整備しているかについて、自己説明では、定款を

はじめ、各種規程を整備している。 

№４，［原則３］（2）②業務に関する規程を整備しているかについて、自己説明では、各

種規程を整備している。 

№５，［原則３］（2）③役職員の報酬等に関する規程を整備しているかについて、自己説

明では、理事、監事は報酬等支給基準規程、職員の給与については、就業規程を整備してい



る。 

№６，［原則３］（2）④財産に関する規程を整備しているかについて、自己説明では、定

款第 4章「会計」において定めている他、各種規程を整備している。 

２４ページ、№７，［原則 3］（2）⑤財政的基盤を整えるための規程を整備しているかに

ついて、自己説明＜ア＞では、定款第７条並びに加盟団体規程第４条において、＜イ＞では、

スポーツ少年団設置規程第６条並びに大分県スポーツ少年団登録規定において、＜ウ＞で

は、賛助会員規程において定めている。 

№８，［原則３］（3）代表選手の選考、その他選手の権利保護に関する規程の整備につい

て、自己説明＜ア＞では、代表選手の選考に関しては、選手選考規程は作成していないもの

の、倫理に関するガイドラインにおいて、公平かつ透明性ある選考を行うことを定めており、

当該定めの遵守状況を監督しながら必要な対応を行っている。＜イ＞では、国民体育大会開

催基準要項細則及び参加資格に照合の上、選考（案）を作成し、業務執行理事の承認を得た

上で、参加申込を行っている。＜ウ＞では、倫理に関するガイドラインにより、指導的立場

にある者と競技者との関係のあり方や代表選手選考などに関し、加盟団体に適切な対応を

求めている。 

№９，［原則５］（1）役職員向けのコンプライアンス教育を実施することについて、自己

説明では、役職員のみは実施していないが、ガバナンス研修会への参加対象とし、コンプラ

イアンス教育を実施している。今後、外部団体開催の研修会の中に資するものがあれば、そ

の活用を検討していく。 

№１０，［原則５］（2）選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施することにつ

いて、自己説明＜ア＞では、県スポーツ指導者研修会において内容を取り上げている。＜イ

＞では、国民体育大会等の監督会議において、アンチ・ドーピングに向けた情報提供ほか、

研修会を実施している。 

№１１，［原則６］（2）財務・経理の処理、公正な会計原則の遵守について、自己説明＜

ア＞では、経理規程を整備している。＜イ＞では、税理士事務所との顧問契約により、定期

的な監査や専門的な助言を得て、会計原則を遵守する体制を確立している。＜ウ＞では、本

会監事には、会計処理の専門性の高い税理士を配置しており、会計業務のみならず全般に係

る監査を受けている。 

２５ページ、№１２，［原則６］（3）国庫補助金等の利用に関しての、法令、ガイドライ

ン等の遵守について、自己説明＜ア＞では、適切な処理と、助成団体による監査を受けてい

る。＜イ＞では、役員等及び職員倫理規程第４条第４項において、補助金等の経理処理に対

しての不正行為を禁じている。 

№１３，［原則７］（1）財務情報等の開示について、自己説明＜ア＞では、法令で定めら

れている法定備置書類を事務所に常備しており、要請に応じて閲覧できる状況を整えてい

る。＜イ＞では、事業報告・決算報告書をはじめ、定款などをホームページで開示している。 

№１４，［原則７］（2）① 選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示することにつ

いて、自己説明＜ア＞では、選手選考基準を含む選手選考に関する情報は開示していない。

＜イ＞では、各競技団体における選手選考基準などを、今後ホームページで公表する予定。 

№１５，［原則７］（2）② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示することに

ついて、自己説明では、本協会のガバナンスコード遵守状況について、理事会後ホームペー

ジで公開する。 

№１６，［原則１３］（1）加盟団体及び関係団体との間の権限関係を明確にするとともに、



組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うことについて、自己説明＜

ア＞では、定款第８条第２項に明記している。＜イ＞では、加盟団体規程第６条、第７条に

明記し、権限関係を明確にしている。＜ウ＞では、各加盟団体の役員等について掌握すると

ともに、事務局長会議などにおいて情報交換ができる機会を設けているほか、年２回のヒア

リングを実施している。 

№１７，［原則１３］（2）加盟団体及び関係団体の運営者に対する情報提供や研修会の実

施等による支援について、自己説明＜ア＞では、各加盟団体について掌握するとともに、評

議員会などにおいて情報提供を行っている。＜イ＞では、ガバナンスに関する研修会の実施、

コンプライアンスに関する訪問調査を行い、団体の運営に対する支援を行っている。 

以上、スポーツ団体ガバナンスコードの自己説明・公表内容の説明となります。御審議お

願いいたします。 

 

(麻生議長が議案４についての質問を議場に諮ったが、特になかった。) 

≪上記の説明を踏まえ、麻生議長が議案４を議場へ諮ったところ全会一致で承認された。≫ 

 

５．その他 

  （１）役員改選に伴う関係書類の提出について 

 

【その他（１）役員改選に伴う関係書類の提出について】 

伊藤事務局長が上記事項について説明。以下説明事項。 

 

レジュメ２６ページを御覧ください。役員の改選について説明いたします。役員の任期は

定款第２８条により２年となっており、令和３年度は改選期となります。 

今後のスケジュ－ルですが、本日午後に開催されます臨時評議員会の中で、競技団体・地

域スポーツ団体・学校体育団体から理事及び監事を推薦していただきます。 

４月２７日開催予定の臨時理事会において、学識経験者区分の理事候補を推薦していた

だきます。この臨時理事会につきましては、現理事の皆様方に御出席していただき、開催す

るものですが、書面決議によって学識経験者区分の推薦を議決していただければと考えて

おります。 

４月３０日開催予定の役員等推薦委員会で３月２３日開催の臨時評議員会と、４月２７

日開催予定の臨時理事会から推薦された新理事・新監事候補を審議し、臨時評議員会に付議

いたします。 

５月１２日開催予定の令和３年度臨時評議員会で、新理事・新監事を選任いたします。 

５月１２日開催予定の令和３年度第１回理事会で、会長・副会長の代表理事と専務理事・

常務理事の業務執行理事を役員として選定いたします。 

本来ですと、５月２６日開催予定である定時評議員会の終結するまでが現役員の任期と

なりますが、本会の業務を円滑に行うために、ただ今御説明いたしましたスケジュ－ル並び

に辞任に伴う提出書類について御理解、御協力下さいますようお願い申し上げます。 

以上で役員の改選についての説明を終わります。 

 

(麻生議長がその他（１）についての質問を議場に諮ったが、特になかった。) 

 



６．閉会のことば 

  渡邉総務部長が閉会のことばを述べた。 

 

 

 

令和３年３月２３日 

 

 

会 長  麻 生 益 直 
 

 

 

 

副会長  工 藤 利 明 
 

 

 

 

副会長  野見山 裕 治 
 


